
産業廃棄物処理事業のあり方・ごみ処理手数料の検討等について 

１．廃棄物処理事業のあり方・ごみ処理手数料の検討 

■諮問事項の検討・整理 

外部委員（有識者、事業者団体・市民団体、一般公募）で構成される検討会の 

「経済性・効率性を踏まえた安定的で持続可能なごみ処理」に係る提言に基づき 

市の諮問案を策定し、恵庭市廃棄物減量等推進審議会に諮問。 

■検討フロー（イメージ） 

２．産業廃棄物処理事業特別会計 

■方 向 性：令和４年度から廃棄物処理に係る会計を一般会計に一本化 

■特会の廃止：恵庭市特別会計設置条例を改正し、現在の産業廃棄物処理事業特別 

会計を令和３年度末で廃止。債権債務は一般会計に引継ぎ。 

■基金の整理：恵庭市基金条例を改正し、産業廃棄物処理施設基金を令和３年度末 

で廃止。廃止時の基金残高は廃棄物処理施設環境保全基金に編入。 

３．スケジュール案 

別紙のとおり 

以上 

  そのためのコストは（ごみ処理経費） 等

　Ｒ７以降の手数料の検討

  対象経費、算定・設定方法、金額

一廃減量施策等

あわせ産廃のあり方 　想定ごみ処理量（一廃＋産廃）

　ごみ処理のあり方検討

  どのように処理するのか
 （ごみ処理・資源化の体制・方法等）
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